
配食助成の利用にあたって配食助成の利用にあたって

2025.2

（ひと月に、2業者以上の助成利用はできません。）

利用者へ直接手渡しで安否の確認を行います。（要緊急連絡先）
不在の場合、事前に登録した緊急連絡先に連絡を取り、お弁当は
持ち帰りとなります。
応答がない等、やむを得ない場合は入室し、お声がけさせていた
だくこともありますので、ご了承ください。
業者に直接連絡して配食をお試しすることもできます。
業者の中から自分に合った業者を選んでください。
助成を受けるには、はつらつサービスの会員登録が必要になります。
お弁当の助成は１カ月、40食までです。４０食を超える場合は、
１食につき業者の指定した価格になります。
パンフレットの表示は助成後の価格で、すべて税込みです。
利用者の状況により助成できない場合もあります。
地震等の災害時は、お届けができないことがありますのでご了承
ください。
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●実施日

●利用回数

●配食お届け時間帯

年中無休で、毎日利用できます。

昼食：午前 9時 30分～午後 0時 00分
夕食：午後 2時 30分～午後 6時 00分

※配食時間の指定はできません。
　安否確認のため、手渡しが原則となります。

週１回から可能です。（昼食・夕食を選べます。ただし助成は月40食上限あり）

お弁当の種類について
区内にお住まいの「65 歳以上の高齢者」や「障害のある方」で、

食事を作ったり買ってくることが困難で、
長期的に見守りが必要な方

利用できる方利用できる方

ムース食 やわらか食 ミキサー食

◉ カロリー調整食・・・・・・・エネルギーや塩分の調整が必要な方
◉ たんぱく質調整食・・・・・糖尿病・たんぱく質制限が必要な方
◉ 透析食・・・・・・・・・・・・・・・・透析治療の方
◉ 減塩食・・・・・・・・・・・・・・・・塩分を控えたい方
◉ 消化にやさしい食・・・・・消化器系の手術後自宅療養の方向け


